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子供のインターネット利用による犯罪被害を防止しましょう
インターネット上には、子供に有害な情報があふれています。興味本位、安易な気持ちから、子供がSNSを使って見知らぬ人と知

り合い、様々な犯罪に巻き込まれる事件が熊本県でも後を絶ちません。
保護者はフィルタリングやペアレンタルコントロール機能を活用し、子供をインターネット利用に起因する犯罪被害から守るとと

もに、家族で十分話し合ってインターネット利用のルールを作りましょう。
また、携帯ゲーム機や携帯型音楽プレーヤーの中には、スマートフォンと同様にメールが利用できるものもあります。これらの機

器を子供がどう使っているのか、保護者も知っておく必要があります。

春季全国火災予防運動（3月1日～3月7日）
全国統一防火標語
「急ぐ日も　足止め火を止め　準備よし」

春先のこの季節は、空気が乾燥し、風が強く吹いたりと火災の発生し
やすい時期です。

一度火災が発生すると、大火災になる恐れがありますので火の取り扱
いには十分に気を付けてください。

また、火災で亡くなる人の多くは逃げ遅れです。逃げ遅れを防ぐため
にも住宅用火災警報器を設置しましょう。

住宅用火災警報器について
10年が経過した住宅用火災警報器は電池切れの恐れがあります。
定期的に作動確認をしましょう。

肥後っ子テレホンで少年相談を受け付けています
肥後っ子サポートセンターでは、
　●非行に関わる相談
　●家出や夜遊びなどの不良行為の相談
　●犯罪被害やいじめなどの相談　等
を少年自身や保護者から電話（肥後っ子テレホン）や来訪により受け付けています。
お気軽に御相談ください。

○フィルタリングとは
出会い系サイトやアダルトサイトなど、有害情報が含まれる

サイトへのアクセスを制限する機能です。
無料通話アプリが利用できないからといってフィルタリング

を安易に解除せずに、利用するアプリを設定できるカスタマイ
ズサービスを利用しましょう。

○ペアレンタルコントロール機能とは
保護者が子供の使う端末の機能を制限できる機能です。（利用

時間、課金の制限等）

〈インターネット、スマホの利用ルールの設定例〉
・利用時間は○時から○時まで
・�課金したい時はその都度保護者に相談するか、上限額

を決めて行う。
・相手が不快に思う内容を書き込まない。
・個人情報や写真は掲載しない。
・ネット上で知り合った相手とは会わない。
・トラブルが生じた時は、必ず保護者に相談する。

住宅用火災警報器の点検方法
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